
該当所属 監　査　の　結　果　（指　摘　事　項）
措置・対応
状況の別

内　　　　　　　　　　　　　　容

1 セーフコミュニティ課

１　収入事務について
(1) 寄附受納事務

金銭の寄附について、専決権者の決裁を受けずに
受納しているものがあった。

金銭の寄附を受納する際は、郡山市事務決裁規程
第４条及び別表第３の規定に基づき、受納額に応じ
た専決権者の決裁を受けなければならないが、当該
専決権者の決裁を受けずに事務処理をしているもの
があった。

措置
（完了）

　今回指摘の寄附受納事務については、郡山市事務
決裁規程第４条及び別表第３財務事務専決事項の規
定に基づき決裁事務処理を行いました。
　今後については、郡山市事務決裁規程等の確認を
徹底し、適切な事務処理に努めてまいります。
　
　令和元年５月15日措置通知　市長

2 こども育成課

(2) 徴収事務
　手数料徴収に適切でないものがあった。

証明手数料については、郡山市手数料条例第３条
第１項の規定に基づき、交付の際に手数料を納付さ
せなければならないが、証明書交付の際に徴収して
いなかった。

措置
（完了）

　指摘があった以降の手数料徴収事務につきまして
は、手数料条例の規定に基づき、証明書交付の際に
手数料を徴収するよう徹底し、適正な事務の執行に
努めております。
　
　令和元年５月15日措置通知　市長

3 富田保育所

２　支出事務について
(1) 支出一般

見積書を受領せず支出命令をしているものがあっ
た。

見積書は、支出の根拠となる重要な証拠書類であ
り、郡山市財務規則第55条第１項の規定に基づき、
支出権者は、支出命令の際に照合すべきものである
が、受領せず支出命令をしているものがあった。

措置
（完了）

　指摘があった以降の支出につきましては、財務規
則の規定に基づき、適正な処理に努めております。

　令和元年５月15日措置通知　市長

4 こども育成課

(2) 賃金支出事務
　臨時職員の賃金支出に誤りがあった。

支出権者は、郡山市財務規則第55条第１項の規定
に基づき、支出の根拠等を確認し支出の決定をしな
ければならないが、賃金を誤支給しているものが
あった。
ア 勤務時間の確認を誤り、賃金が支給不足となっ
ているもの

措置
（完了）

　臨時職員賃金の支給不足分につきましては、速や
かに追加支給を行いました。
　賃金支給事務につきましては、出勤簿、休暇簿の
記載方法や出勤調書の作成方法の周知徹底を図るた
めに、保育所職員を対象とした実務研修を実施しま
した。こども育成課においても出勤調書等の確認を
徹底し、再発防止に努めてまいります。

　令和元年５月15日措置通知　市長

5 こども育成課

イ 週休日を出勤とし、基本賃金及び通勤手当が過
支給となっているもの

措置
（完了）

　臨時職員賃金の過支給分につきましては、速やか
に戻し入れを行いました。
　賃金支給事務につきましては、出勤簿、休暇簿の
記載方法や出勤調書の作成方法の周知徹底を図るた
めに、保育所職員を対象とした実務研修を実施しま
した。こども育成課においても出勤調書等の確認を
徹底し、再発防止に努めてまいります。

　令和元年５月15日措置通知　市長

6 こども育成課

ウ 欠勤した日の賃金を出勤としてから減額したた
め、賃金が過支給又は支給不足となっているもの

措置
（完了）

　臨時職員賃金の過支給分につきましては、速やか
に戻し入れを行い、支給不足分につきましては、速
やかに追加支給を行いました。
　賃金支給事務につきましては、出勤簿、休暇簿の
記載方法や出勤調書の作成方法の周知徹底を図るた
めに、保育所職員を対象とした実務研修を実施しま
した。こども育成課においても出勤調書等の確認を
徹底し、再発防止に努めてまいります。

　令和元年５月15日措置通知　市長

7 こども育成課

エ 週休日に出勤した際の通勤手当が支給不足と
なっているもの

措置
（完了）

　臨時職員賃金の支給不足分につきましては、速や
かに追加支給を行いました。
　賃金支給事務につきましては、出勤簿、休暇簿の
記載方法や出勤調書の作成方法の周知徹底を図るた
めに、保育所職員を対象とした実務研修を実施しま
した。こども育成課においても出勤調書等の確認を
徹底し、再発防止に努めてまいります。

令和元年５月15日措置通知　市長
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8 こども育成課

オ 年次有給休暇の付与日数を誤り、使用できる年
次有給休暇時間を超えて取得したため、賃金が過支
給となっているもの

措置
（完了）

　臨時職員賃金の過支給分につきましては、速やか
に戻し入れを行いました。
　賃金支給事務につきましては、出勤簿、休暇簿の
記載方法や出勤調書の作成方法の周知徹底を図るた
めに、保育所職員を対象とした実務研修を実施しま
した。こども育成課においても出勤調書等の確認を
徹底し、再発防止に努めてまいります。

　令和元年５月15日措置通知　市長

9
こども未来課
こども育成課

３　契約事務について
(1) 入札事務

契約権者が入札参加者の資格確認をしていないも
のがあった。

契約権者は、郡山市契約規則第23条第１項の規定
に基づき、一般競争入札を行おうとするときは、入
札に参加する者の資格の有無を確認しなければなら
ないが、契約権者以外の決裁で事務処理をしている
ものがあった。

措置
（完了）

（こども未来課）
　指摘があった入札参加者の資格確認については、
契約権者である市長まで報告を行い、承認を得ると
ともに、指摘があった以降の契約においては、契約
事務を行う際に、事務決裁規程に基づく決裁区分を
確認し、適正な事務処理に努めております。
（こども育成課）
　指摘があった入札参加者の資格確認については、
契約権者である市長まで報告を行い、承認を得ると
ともに、指摘があった以降の契約においては、契約
事務を行う際に、事務決裁規程に基づく決裁区分を
確認し、適正な事務処理に努めております。

　令和元年５月15日措置通知　市長

10
国民健康保険課
こども育成課

(2) 支出負担行為事務
支出負担行為の確認を受けずに契約を締結してい

るものがあった。
１件の金額が200万円以上の委託契約をする場合

は、郡山市財務規則第54条第１項の規定に基づき、
契約を締結する際に支出負担行為として出納機関の
確認を受けなければならないが、確認を受けずに契
約を締結しているものがあった。

措置
（完了）

（国民健康保険課）
　指摘があった契約事務においては、速やかに会計
管理者の確認を受けるとともに、指摘があった以降
の契約においては、契約を締結する際に、財務規則
に基づく出納機関の事前確認の有無を確認し、適正
な事務処理に努めております。
（こども育成課）
　指摘があった支出負担行為の確認については、速
やかに会計管理者の確認を受けるとともに、指摘が
あった以降の契約においては、契約を締結する際
に、財務規則に基づく出納機関の事前確認の有無を
確認し、適正な事務処理に努めております。

　令和元年５月15日措置通知　市長

11 こども育成課

(3) 契約締結事務
ア １件の業務を分割し、随意契約をしているもの
があった。

修繕業務について、随意契約によることができる
予定価格の限度額は、地方自治法施行令第167条の２
第１項第１号及び郡山市契約規則第39条第７号の規
定に基づき、50万円であるが、1件の業務を分割し、
随意契約をしているものがあった。

措置
（完了）

　指摘があった以降の契約締結事務につきまして
は、再発を防止するため、チェックリストを作成
し、複数名により関係書類の照合・確認を行い、契
約規則に規定する事務処理に従い、適正な事務処理
に努めております。

　令和元年５月15日措置通知　市長

12 こども育成課

イ 契約保証金免除の事由を明らかにした書類を作
成していないものがあった。

普通地方公共団体は、地方自治法施行令第167条の
16第１項の規定に基づき、契約を締結する者をして
当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契
約保証金を納めさせなければならず、契約保証金の
全部又は一部を免除する場合には、郡山市契約規則
第８条第２項の規定に基づき、その事由を明らかに
した書類を作成しなければならないが、契約保証金
免除の事由を明らかにした書類を作成せず免除して
いるものがあった。

措置
（完了）

　指摘があった契約保証金免除の事由を明らかにし
た書類の作成については、速やかに書類を作成する
とともに、指摘があった以降の契約においては、契
約規則に基づく免除理由を明らかにした者類を作成
し、適正な事務処理に努めております。

　令和元年５月15日措置通知　市長
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13

セーフコミュニティ

課

こども支援課
こども育成課

４　財産管理事務について
(1) 公有財産管理事務

行政財産目的外使用許可を財務会計システムに登
録していないものがあった。

公有財産管理権者は、行政財産の目的外使用許可
をしたときは、郡山市財産規則第27条の規定に基づ
き、許可の内容を財務会計システムに登録しなけれ
ばならないが、これを行っていないものがあった。

措置
（完了）

（セーフコミュニティ課）
　今回指摘の公有財産管理事務については、行政財
産目的外使用許可を財務会計システムに登録しまし
た。
（こども支援課）
　行政財産の目的外使用許可による財務会計システ
ムの登録につきましては、財産規則に基づき、速や
かに登録いたしました。
（こども育成課）
　行政財産の目的外使用許可による財務会計システ
ムの登録につきましては、財産規則に基づき、速や
かに登録いたしました。

　令和元年５月15日措置通知　市長

平成30年度　第２回定期監査（平成30年12月12日報告） 【指摘事項】
対象部局：市民部、こども部、会計課、上下水道局



平成30年度　第２回定期監査（平成30年12月12日報告）　【意見】

該当所属

1 全部局

措置・対応状況の別

対象部局：市民部、こども部、会計課、上下水道局

対応状況

監　査　の　結　果　（　意　見　）

１ 行政財産目的外使用許可及び臨時職員の賃金支給事務について
　財産管理事務として、行政財産目的外使用許可に係る事務を監査しているが、行政財産目的外使用許可に係る財務会
計システムの登録がなされていないという状況が続いている。
　登録漏れの原因については、規則の規定を認識していなかったこと、事務引継ぎが不十分であったこと、所属内での
チェック機能が働かなかったことが挙げられている。
　また、臨時職員の賃金支給事務において、支給不足や過支給となっている事例が認められ、その原因は、出勤調書作
成時の確認誤り、年次有給休暇の付与誤りなどであった。
　さらに、賃金支給の誤りにはなっていないものの、出勤簿の記載誤り、本人確認押印漏れ、年次有給休暇の管理誤り
など、賃金の誤支給に繋がりかねない不適切な事務処理が散見されている。
　これらの公有財産の管理や、臨時職員の労働の対価である賃金の支給事務は、極めて重要な事務であるにもかかわら
ず、処理誤りの状況が改善しないため、過去２度にわたり改善策を講じるよう意見を述べてきたが、依然として同様の
事務ミスが後を絶たない状況である。
　ついては、徹底した原因究明を行うとともに、適正な事務の執行がなされるよう、事務処理システム等の検討も含
め、再発防止策を講じられたい。

内　　　　　　　　　　　　　　容

　公有財産の管理については、毎年度当初に所管課から各課に通知し、各財産台帳の整備・管理について詳細な説明を
行うなど、適正な処理について留意しているところであります。
　なお、現在、新システムの移行に伴い、財務会計システムの機能や郡山市財産規則について整理を行っております。
　また、臨時職員の賃金支給事務に当たっては、休暇制度等の認識不足や出勤調書等の確認不足を起因とする誤支給に
より、賃金及び通勤手当の追給・返納が度々生じていることから、これら事務ミスを防止するため、機会あるごとに各
所属長へ賃金支払い事務の適正化について通知するとともに、個別に説明会を実施するなど、事務手続きの周知と
チェック体制の強化を図り、更には事務担当者が適正な賃金支払い事務を行えるよう「臨時職員賃金支払マニュアル」
や「庶務担当者テキスト」等を作成し、注意点を明記しました。
　今後におきましては、臨時職員の会計年度任用職員制度への移行に伴う制度面の見直しを行うとともに、年次有給休
暇の付与や取得手続きをシステム化するなど、人為的な事務ミスの防止に資する事務処理システムの構築を進めてまい
ります。

  令和元年５月15日対応状況報告　市長

　公有財産の管理については、毎年度当初に所管課から各課に通知し、各財産台帳の整備・管理について詳細な説明を
行うなど、適正な処理について留意しているところであります。
　なお、現在、新システムの移行に伴い、財務会計システムの機能や郡山市財産規則について整理を行っております。
　また、臨時職員の賃金支給事務に当たっては、休暇制度等の認識不足や出勤調書等の確認不足を起因とする誤支給に
より、賃金及び通勤手当の追給・返納が度々生じていることから、これら事務ミスを防止するため、機会あるごとに各
所属長へ賃金支払い事務の適正化について通知するとともに、個別に説明会を実施するなど、事務手続きの周知と
チェック体制の強化を図り、更には事務担当者が適正な賃金支払い事務を行えるよう「臨時職員賃金支払マニュアル」
や「庶務担当者テキスト」等を作成し、注意点を明記しました。
　今後におきましては、臨時職員の会計年度任用職員制度への移行に伴う制度面の見直しを行うとともに、年次有給休
暇の付与や取得手続きをシステム化するなど、人為的な事務ミスの防止に資する事務処理システムの構築を進めてまい
ります。

  令和元年５月16日対応状況報告　教育委員会


